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本日のご説明内容

１．分散型エネルギーシステムの必要性

２．ERABの現状

３．分散型エネルギーリソースの活用拡大に向けた施策

４．まとめ
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３．分散型エネルギーリソースの活用拡大に向けた施策
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エネルギーシステムを取り巻く５つの変化

Depopulation
（人口減少）

De-carbonization
（脱炭素化）

De-centralization
（分散化）

Deregulation
（制度改革）

Digitalization
（デジタル化）

IoT,AI,5G,シェアリングRE100

発 電

送電／配電

小 売

✓ インフラの老朽化
・赤字路線化

✓ 世界的な気候変動対
策への機運の高まり

✓ 再エネの主力電源化

✓ 分散リソースの価格
低減

✓ レジリエンスへの要請

✓ 電力小売全面自由化
✓ 発送電分離
✓ 投資予見性の低下

✓ 電力需要の増加
✓ エネルギー分野への

応用

• 日本のエネルギーシステムは、大きな構造変化「５D」に直面。

• 従来の大規模集中型電源の電力システムのみならず、分散型リソースを安定的・有効的に活用することが求められる。



5（出所） IEA World Energy Outlook 2025

• 電力需要や再エネ発電量は変動するため、需給バランスを調整するフレキシビリティ※1（調整力等）が必要。
※1：瞬間的な変動、時間、日、週や季節的な需要と供給の変動に、確実かつコスト効率よく対応する電力システムの能力のこと。

• IEAのシナリオ分析（STEPS）よれば、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、先進国における短期的なフレキシビ
リティの必要量は、2035年に2024年の約3倍となると予測。

• 蓄電池及びDRは、2035年の短期的なフレキシビリティ必要量の約50%を占める重要なリソースになると予測。

フレキシビリティの必要量（左:主要国、右:リソース別）

短周期 季節間
世界のフレキシビリティ供給

短期 季節間

インド
中国
欧州
米国

蓄電池
水力

EVｰDR
火力

DR
出力制御PVシェア 電化率

先進国 新興国
途上国

中国

NZE

STEPS

STEPS：まだ採択されていないが正式に表明された政策や方向性が示された
公式文書等を考慮したシナリオ

NZE   ：2050年までに世界のエネルギー由来CO2排出をネットゼロにするた
めのシナリオ

短周期フレキシビリティの必要量（2024-35年）

※1 ※1 ※2

※1:グラフの縦軸は、平均電力需要に対する調整力の必要比率を示す。
※2:グラフの縦軸は、フレキシビリティ供給量全体に占めるリソース別の比率を示す。

再エネ導入拡大に伴うフレキシビリティの必要性
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GX・エネルギー政策における分散型エネルギーリソース（DER）の必要性

• 2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、S+3Eを大前提に、原子力び再生可能エネルギーの主力電源化が
必要。

• 一方、長期固定電源※である原子力、太陽光や風力などの変動性再生可能エネルギーが共存するためには、蓄電池や
DR等のDERによるカーボンフリーフレキシビリティの確保が必要。

※ 長期にわたり安定的に運転を行うことで高いコスト競争力を発揮するという特性を持つ、地熱や原子力といった電源のこと。また、これらの電源は一般的に、短時間で出力を上げ下げ（負荷追従）すること
が技術的に困難という特性があり、仮に停止した場合、再度運転させるまでに時間がかかるため、運転を再開するまでの間の電力需要を満たすためには、すぐに運転を再開できる火力で埋め合わせることと
なり、結果としてコストやCO2排出量の増加につながる。

原子力 再エネ

＋ 火力+CCS

揚水

カーボンフリーフレキシビリティ
（CO2を排出せずに電気の需給等を調整する機能）

電気不足時は
節電・自家消費

放電

充電
H2

H2

DR
ディマンドリスポンス

電気余剰時に
電気を使う



概要

第７次エネルギー基本計画におけるDERの位置づけ

（出所）第7次エネルギー基本計画の概要（2025年2月）
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【参考】第７次エネルギー基本計画 本文
Ⅴ．２０４０年に向けた政策の方向性
３．脱炭素電源の拡大と系統整備

（１）～（４）（略）

（５）次世代電力ネットワークの構築

①・②（略）

③系統・需給運用の高度化

（ア）（略）

（イ） 蓄電池・ディマンドリスポンス（ＤＲ）の活用促進

電力システムの柔軟性を供出するにあたり、蓄電池は、再生可能エネルギー等で発電された電力を蓄電し、夕方の需要ピーク時などに電力
供給できるほか、迅速な応答性を有する調整電源として、ＤＲは需給バランスを確保するための需要側へのアプローチ手段として重要である。
２０２１年度から補助金による系統用蓄電池の導入支援を行い、２０２３年度に開始した長期脱炭素電源オークションにおいても応札対象と
し導入促進を図っている。また、各電力市場で取引可能となる等、環境整備が整いつつあり、系統用蓄電池の接続検討受付件数は増加してい
る。一方、価格競争に陥り安全性や持続可能性が損なわれる懸念や系統接続の長期化、各電力市場での収益性評価が不十分である等の課題も
顕在化している。このため、支援措置における事業規律を確保するための要件等の検討や収益性の評価等を通じ、安全性や持続可能性が確保
された蓄電池の導入を図ること等が必要である。

蓄電池やヒートポンプ給湯機、コージェネレーション等の分散型エネルギーリソース（ＤＥＲ）の普及等に伴い、これらを活用したＤＲも
進展している。今後、製造事業者等に対して目標年度までにＤＲｒｅａｄｙ機能を具備した製品の導入を求める仕組みの導入、スマートメー
ターのＩоＴルートを利用したＤＲ実証、蓄電・蓄熱等を活用した電力貯蔵システムやコージェネレーション、負荷設備、蓄熱槽等のＤＥＲ
を活用したアグリゲーションビジネスの促進等を行い、ＤＲの更なる普及を図ることが必要である。また、ＤＥＲの活用にあたっては、地産
地消による効率的なエネルギー利用や災害時のレジリエンス強化等にも資する地域マイクログリッドが重要である。今後は、一部の地域で見
込まれる系統混雑の緩和等に向けて、技術的な実現可能性を追求していく。

（出所）第7次エネルギー基本計画（2025年2月）
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Ⅵ．カーボンニュートラル実現に向けたイノベーション
２．各論
（１）～（２）（略）
（３）次世代電力ネットワーク（系統・調整力）

広域連系系統のマスタープランを踏まえ、２０５０年の再生可能エネルギーの導入等を見据えた地域間連系線の整備や地内基幹系統等の増
強・更新を着実に進めるとともに、再生可能エネルギーの導入が拡大する中での系統接続・利用のルールについて、必要な検討を深めていく。
また、脱炭素化された調整力の確保や電力システムの柔軟性の向上のため、ＤＲｒｅａｄｙ機能を具備した製品の普及促進やスマートメー
ターを活用した機器制御等によるＤＲの更なる活用を図る。加えて、蓄電池等の蓄電技術の向上に取り組むとともに、再生可能エネルギーの
普及拡大が進むにつれて必要性が高まると考えられる長期エネルギー貯蔵を特徴とする電力貯蔵システム（ＬＤＥＳ）の導入も目指す。



9

１．分散型エネルギーシステムの必要性

２．ERABの現状

３．分散型エネルギーリソースの活用拡大に向けた施策

４．まとめ
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アグリゲーターの役割

• アグリゲーターは、分散型エネルギーリソース（DER）の持つ各種価値を集約し、その保有者に代わって、市場取
引等で活用する主体の総称を指す。特定卸供給事業者や小売電気事業者等がその役割を果たしうる。

• ①市場価格や電源出力、需要家の需要を的確に予想し、②各リソースを適切に組合せ、制御する技術に優れているこ
とが競争力の源泉であり、DER活用による収益最大化に寄与※。

• 競争力を有するアグリゲーターは電力市場への参入等を通じ、経済的な供給力・調整力を提供し、電力安定供給、電
気料金抑制に寄与することで、S+3E の高度化に貢献。

※ 収益最大化に際しては、各種価値が高値で提供する観点に加え、各市場のペナルティを最小化するという観点の両面で最適化を図ることが重要。

【競争力の源泉となる技術】
① 市場価格（≒系統全体の需給状況等）や

電源出力、需要家の需要を予想する技術
② 各DERを適切に組み合わせ制御する技術

アグリゲーター
（特定卸供給事業者等）

集約・制御

卸電力市場

非化石価値取引市場

需給調整市場

容量市場

市場取引等需要（DRリソース）

変動再エネ
（太陽光等）

蓄電池等

アグリゲーターが行う取引

経済DR
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• 2022年4月の特定卸供給事業制度の創設以降、特定卸供給事業の届出を実施した事業者数及び供給能力は大幅に増
加。

➢ 事業者数：46社（2022年） → 129社（2025年11月11日時点）

➢ 合計供給能力：約3,600MW（2022年） → 約5,300MW（2025年11月11日時点）

• 届出事業者の中には、電力自由化以前に電気事業を営んでいなかった、メーカー・通信・商社・石油・ガス等、多
様な業種からの参入が見られる。

• また、電気事業の中でアグリゲートを主事業とする事業者も現れている。

特定卸供給事業者数（累積）

①

②

④

③

① 電力自由化以前から電気事業を営む者 ※旧一般電気事業者から事業を継承した者を含む

② 電力自由化以降に設立し、小売・発電事業を営む者（主に新電力） ※連結子会社含む

③ 電力自由化以前からあり、自由化以前は電気事業を営んでいない者

④ 電力自由化以降に設立し、小売・発電事業を営んでいない者

特定卸供給事業者（内訳）

（出所）2025年11月11日 特定卸供給事業の届出を基に資源エネルギー庁作成

約2割

約2割

約5割

約1割

11

特定卸供給事業者（アグリゲーター）の状況



• アグリゲーション技術の向上を目的とし、2021年度より実証事業を実施。

• 最終年度である2023年度には収益性向上の観点から実証を行った。

目的：需給調整市場における各種商品の要件をもとに、
様々なリソースを束ねて、時間・分・秒単位での高
速制御等ができるかの技術実証

成果：電力制御精度は社会実装レベルまで向上。加え
て、2023年度は、収益性に関する技術について、
その向上効果を確認した。

実証参加者（コンソーシアムリーダー）：

DERアグリ実証 

目的：①天候急変等に伴う発電量の変化の極小化
（インバランス回避）
②収益性の向上
③発電予測・卸市場価格予測技術の向上

成果：①及び③は社会実装可能なレベルまで向上。
加えて、2023年度は、収益性に関する技術につ
いて、その向上効果を確認した。

実証参加者（コンソーシアムリーダー）：

再エネアグリ実証 

【参考】バーチャルパワープラント（VPP）関係実証
（DERアグリゲーション実証）
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各電力市場におけるアグリゲーターの参画の促進

• 2021年度から需給調整市場が順次開設、2022年度の特定卸供給事業者（アグリゲーター）制度の創設など、電力
システムにおける分散型エネルギーリソース（DER）の有効活用に向けた環境整備が進展。

• 需給調整市場においては、システム改修等が順調に進むことを前提に、2026年度から低圧小規模リソース及び機器
個別計測の活用が開始される予定。

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度～

容量市場

需給調整市場

FIP制度

特定卸供給事業
ライセンス

配電事業
ライセンス

スマートメーター

調整力公募（電源Ⅰ‘：需給ひっ迫用予備力） 容量市場

▼三次② ▼三次① ▼一次、二次①② ▼低圧、機器個別

次世代スマートメーター運用開始



【参考】需給調整市場における機器個別計測に向けたスケジュール

14
（出所）2025年11月19日 第14回 次世代の分散型電力システムに関する検討会 資料6
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DRの活用状況：容量市場における発動指令電源

• 容量市場において、DRを含む発動指令電源は640万kW（2028年度向けメインオークション）が落札されている。

• なお、2023年度向けの一般送配電事業者による調整力公募（電源I’）において、DRの落札は252.2万kW（全体落
札量の7割弱）だった。

容量市場・発動指令電源※約定結果 DR活用量の推移

万kW

（出所）電力広域的運営推進機関公表資料を基に資源エネルギー庁作成

※発動指令電源の内数としてDRが含まれる

発動指令電源※

の約定量
(容量市場全体の約定量)

単位：kW

約定価格
単位：円/kW

北海道 東北 東京 中部 九州 その他

2024年度 415万（1億6,769万） 14,137（全国統一価格）

2025年度 475万（1億6,534万） 5,242 3,495 3,495 3,495 5,242 3,495

2026年度 584万（1億6,271万） 8,749 5,833 5,834 5,832 8,748 5,832

2027年度 600万（1億6,745万） 13,287 9,044 9,555 7,823 11,457 7,638

2028年度 639万（1億6,621万） 14,812 14,812 14,812 10,280 13,177 8,785

2029年度 639万（1億6,607万） 14,972 15,111 15,111 12,388 15,112 12,388

（出所）2023年4月25日 第84回 制度設計専門会合 資料6を基に資源エネルギー庁作成

2023年度向け

DR落札量（全体落札量）単位：kW 252.2万（384.4万）

DR平均落札価格（全体平均落札価格）単位：円/kW 4,344（4,296）

2023年度向け電源Ⅰ’調整力公募結果

※発動指令電源の内数としてDRが含まれる

電源Ⅰ’
DR落札量

発動指令電源※
メインオークション約定量
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DRの活用状況：経済DR

（出所）2024年8月9日 第79回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 資料3

• 小売電気事業者が活用するディマンドリスポンス（DR）は「経済DR」とも呼ばれ、小売電気事業者のインバランス
の回避や、需給ひっ迫時に高騰する卸電力市場からの調達の回避等のために活用される。
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１．分散型エネルギーシステムの必要性

２．ERABの現状

３．分散型エネルギーリソースの活用拡大に向けた施策

４．まとめ
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分散型エネルギーリソースの活用

• 大規模リソース（エネルギー管理指定工場等）につ
いては、2022年度の省エネ法改正により、DR実績
の定期報告が制度化される等、事業者によるDRを
促す措置が導入された。

• また、事業者とアグリゲーター等との連携によって、
電炉のような出力の大きい施設の稼働時間を調整す
る取組も進められており、今後のDR拡大が期待さ
れる。

• 家庭や小規模オフィスは、一件あたりのDR量が少
なく、大規模な工場等と比べてDRリソースの活用
が遅れている。

• DRの必要性が高まる中、低圧のDRポテンシャルを
活用するためには、人の手作業（行動誘発）だけで
DRを実施するのは困難であり、以下のような取組
を通じた「DRready」環境の創出が必要。

➢ 【機器】住宅等に設置される様々なリソースに
遠隔制御機能を標準的に具備

➢ 【事業者】低圧リソースを遠隔制御（もしくは
自動制御）できるアグリゲーター等によるサー
ビスの存在

➢ 【市場等】低圧リソースによるDRの電力市場等
における有効活用

特高･高圧リソース（工場等） 低圧リソース（家庭･小規模オフィス）
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（出所）2024年6月25日 2024年度第1回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会

省エネルギー小委員会 工場等判断基準ワーキンググループ 資料4

特高･高圧リソースのDR促進：電気需要の最適化

• 事業者によるDRの取組を促すべく、2022年度の改正省エネ法において「電気の需要の最適化」を位置づけ。
• 同法に基づく定期報告※1事項として、「DR実施日数の報告」（義務）、「DRの実績値」及び「DRの実績に活用し

た設備」（任意）を追加。
• 2024年度報告（2023年度実績）において、報告されたエネルギー管理指定工場等の数は合計約14,800件。そのう

ち、DRを実施した指定工場等（DR実施工場等）は約3,400件（約23%）確認された※2。
• また、報告された全エネルギー管理指定工場等における平均DR実施日数は47.7日であった※3 。

省エネ法に基づく定期報告書（様式第9）電気の需要の最適化の目的

日数

実績値

実施設備

※1 エネルギー使用量（原油換算値）が1,500kl/年度以上の特定事業者及びエネルギー管理指定工場等が対象
※2 DR実施工場等の件数は、1日以上DRを実施したエネルギー管理指定工場等の総数
※3 平均DR実施日数 ＝ DR実施日総数 ÷ DR実施工場等の件数
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特高･高圧リソースのDR促進：IoT化支援

• 工場等の需要は、業種業態や生産する製品等の特性により、需要量や需要時期が様々であり、多様な需要のあり方を
踏まえた対応が必要。

• その上で、各需要家が保有するDRに適したリソース（需要負荷、自家発、蓄電池、空調機器、蓄熱槽等）のDR対応
化（IoT化）が必要。

（出所）経済産業省 令和8年度概算要求等資料 （出所）環境共創イニシアチブ 令和6年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業

IoT化推進事業パンフレット令和6年度補正 DER導入支援等事業（PR資料）



【参考】スマートメーターを活用したDR実証事業

• 一般送配電事業者は、特定計量制度に基づく特例計量器データの活用に向けて、IoTルートを構築。2025年度以降、順次、次世
代スマートメーターが導入され、本IoTルートの運用も開始される予定。

• IoTルートは、上り情報のみならず、下り情報（On/Off制御等の情報）も伝送可能であることから、IoTルートを活用し下り情報の
伝送（機器制御）の可否を検証する。

• 公募による採択事業者については、ラボ実証は一般送配電事業者、サイバーセキュリティ検証は大学等、FS調査は民間企業等を想
定。

• 2026年度は、2025年度に引き続きラボ実証を行い、加えてFS調査を行う。2027年度以降、ラボ実証等の成果を踏まえたフィール
ド実証を実施する予定。

SM通信NW

電力SM

特例計量器

IoTルート

無線端末

HES/
MDMS

公開サーバ 外部サーバ
（小売電気事業者）

一送(電力SMシステム、託送システム)

託送システム等

分散電源

接続サーバ 外部サーバ
（小売電気事業者・
アグリゲータ等）

無線端末

分散電源 制御／応答情報(下り／上り情報)

特例計量器 計量データ等(上り情報)

21
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• DRへの対応可能な家庭用蓄電池の更なる活用を通じて、電力の安定供給や再エネの更なる導入拡大に貢献すること
を目的として、2022年度から導入支援事業を実施。

低圧リソースのDR促進：DR対応機器の導入支援

（出所）経済産業省 令和6年度補正予算の概要
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2024/hosei/index.htm

令和6年度補正 DER導入支援等事業（PR資料） 家庭用蓄電システム導入支援事業パンフレット

（出所）環境共創イニシアチブ 令和6年度補正令和6年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
https://sii.or.jp/DRchikudenchi_katei06r/

https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2024/hosei/index.htm
https://sii.or.jp/DRchikudenchi_katei06r/
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• 2024年6月、資源エネルギー庁はDRready要件を検討するために「DRready勉強会」を設置し、機器本来の用途と
DRの共存のあり方やDR活用のユースケース等、エネルギー消費機器のDRready化のあり方について議論。

• これまでにヒートポンプ給湯機、家庭用蓄電池、ハイブリッド給湯機のDRready要件を整理。

• 今後、DR家庭用燃料電池（エネファーム）等のDRready要件（案）を議論予定。

低圧リソースのDR促進：機器のDRready化

DRready要件の検討

（出所）2024年3月7日 第44回 総合資源エネルギー調査会
省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会 事務局資料

（出所）2024年7月26日 第45回 総合資源エネルギー調査会 
省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会 事務局資料

DRready勉強会



24（出所）2025年1月28日 第4回 DRready勉強会 資料6

ヒートポンプ給湯機のDRready要件（案）

【参考】DRready要件案：ヒートポンプ給湯機
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（出所）2025年8月28日 第6回 DRready勉強会 資料6

【参考】DRready要件案：家庭用蓄電池
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（出所）2025年8月28日 第6回 DRready勉強会 資料6

【参考】DRready要件案：ハイブリッド給湯機
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ERABガイドライン

• 2015年、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスにおいて問題となり得る事項について、関係者が参
考とすべき基本原則となる具体的な指針として、「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガ
イドライン」（以下「ERABガイドライン」という）を策定。ERABガイドラインは、事業環境の変化に応じて改定
（2016年9月、2017年11月、2019年4月及び2020年6月に改定）。

• 直近では、国の審議会等において、需給調整市場における低圧リソースの活用及び機器個別計測を2026年度から開
始する方針が決定されたこと、2024年度に開始した容量市場に関して事業者間の連携ルールやフォーマットの標準
化等の要望が関係事業者より寄せられたこと等を踏まえ、国の検討会においてERABガイドライン改定について議論
し、2025年11月に改定。

ERABガイドラインの改定内容（2025年11月）

1. 機器個別計測の概要及び活用
機器個別計測を活用できるケースについて検討した。

2. 低圧リソース及び機器個別計測に適したベースライン
低圧リソースをERABで活用する際の適切なベースラインについて検討した。
※機器特有のベースラインについては今年度以降で検討を想定し、ガイドラ
インへの反映も別途検討する。

3. 機器個別計測で必要となる便益調整の定義等
機器個別計測において生じる便益調整の概念とその精算方法について検討し
た。

4. 供給元小売電気事業者との連携時における標準フォーマット
アグリゲーターと供給元小売電気事業者間の情報連携における課題に対する
対応を検討した。

ERABガイドラインの構成

（出所）2025年9月8日 第13回 次世代の分散型電力システムに関する検討会 資料4

第１章 総論
第１節 エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスについて
第２節 本ガイドラインの目的・範囲

第２章 評価方法
第１節 計測方法
第２節 下げDRの評価基準
第３節 上げDRの評価基準
第４節 逆潮流の評価基準
第５節 評価時間

第３章 報酬・ペナルティ

第４章 下げDRにおける供給元小売電気事業者との調整事項
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• ERABサイバーセキュリティガイドラインは、アグリゲーターをはじめとするERAB事業者が取り組むべきサイバー
セキュリティ対策を整理したもの。

• 2017年に初版を策定し、2025年5月に改正版（Ver 3.0）を公表。

• ERABに参画する各事業者が実施すべき最低限のサイバーセキュリティ対
策の要求事項を示したガイドラインであり、各事業者はガイドラインを
踏まえて、自らの責任においてセキュリティ対策を講ずることが求めら
れる。

• ガイドラインの記載事項は、実装を必須として義務づけられる【勧告】
と、実装を検討すべき内容である【推奨】に分類される。

• 【勧告】：ERAB事業者は、脆弱性対策情報の利用者への通知の実施や、
脆弱性対策情報・脅威情報の共有の取組について定め、それについて協
力することが求められる。

• 【推奨】：ERABシステムは、取り扱うハードウェアとそれが保有する
データの機密性、完全性、可用性の３要件に留意したシステム設計を行
うことが求められる。

ERABサイバーセキュリティガイドライン

1. はじめに

2. ガイドラインの位置づけ

3. ERABシステム
3.1. ERABシステムの構成
3.2. ERABシステムが留意すべき基本方針
3.3. ERABシステムが想定すべき脅威
3.4. ERABシステムが維持すべきサービスレベル
3.5. ERABシステムにおけるシステム重要度の分類
3.6. ERABシステムにおけるサイバーセキュリティ対策
3.7. 取扱情報の差異や動作環境の差異によるERABシステムの設計
3.8. 標準対策要件に基づく詳細対策要件の設計
3.9. ガイドラインの継続的改善

4. 本ガイドラインを踏まえた各事業者における対策の在り方
4.1. ERABに参画する各事業者によるPDCAサイクルを用いた継続的

なセキュリティ対策の実施

ガイドラインの位置づけ

ガイドラインの基本方針

ガイドラインの構成
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• 単一の機器に複数の異なる仕様のプロトコルスタックを共存させる方法を用いて、複数の異なる事業者（リソースア
グリゲーター、機器メーカー等サードパーティ）が、同一のERAB制御対象のエネルギー機器との通信・制御を実施
するユースケースを追加。

• 機器メーカー等サードパーティのコントローラーを経由して、直接または需要家側のルータ経由でのERAB制御対象
のエネルギー機器との通信・制御を実施するユースケースを追加。

※1 アグリゲーターは役割によってアグリゲーションコーディネーターとリソースアグリゲーターに分類され、小売電気事業者が自らこの役割を担う場合も考えられる。
※2 機器メーカー等サードパーティのコントローラーを経由してGWと通信する場合はR4、機器メーカー等サードパーティのコントローラーを経由してERAB制御対象のエネルギー機器と通信する場合は、R6となる。
※3 HEMSやBEMSと連携する場合もある。
※4 単一の機器に、複数の異なる仕様のプロトコルスタックが共存する場合がある。

ERABシステムの

追加箇所

【参考】ERABサイバーセキュリティガイドライン (Ver 3.0) 主な改定箇所
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分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループの立ち上げ

（出所）2025年12月19日 第1回総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 回次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料3

• 分散型エネルギーの導入促進に向けた総合的な検討を行うことを目的として、2025年12月に分散型エネルギー推進
戦略ワーキンググループ（WG）を立ち上げた。
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【参考】分散型エネルギー推進戦略WGにおける検討事項（需要側）

（出所）2025年12月19日 第1回総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 回次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料3
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【参考】分散型エネルギー推進戦略WGにおける検討事項（供給側）

（出所）2025年12月19日 第1回総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 回次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 資料3
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【参考】分散型電力システムの将来イメージ

（出所）2023年3月14日 次世代の分散型電力システムに関する検討会 中間とりまとめ
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１．分散型エネルギーシステムの必要性

２．ERABの現状

３．分散型エネルギーリソースの活用拡大に向けた施策

４．まとめ
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まとめ

1. 分散型エネルギーリソースの必要性

✓ 電力需要の変化や変動再エネ（太陽光や風力）に対応するため、需給バランスを調整するフレキシビリティが不可欠

✓ 2050年カーボンニュートラルの実現に向け、脱炭素電源の最大限の活用と同時に、ディマンドリスポンス（DR）等の
分散型エネルギーリソース（DER）によるカーボンフレキシビリティ確保が重要

2. ERABの現状

✓ DERは、アグリゲーター等を介し、容量市場、需給調整市場、経済DR等において活用されている

✓ 2026年度から低圧リソース及び機器個別計測による需給調整市場での運用が開始される等、DERの更なる活用拡大が
期待される

3. 分散型エネルギーリソースの活用拡大に向けた施策（主に需要側リソース向けの施策）

✓ DERのリソース規模に応じた対応を実施

• 工場等：DR実施状況に関する省エネ法での定期報告の義務化やIoT化等の導入支援等を実施

• 家庭等：機器のDRready要件化や家庭用蓄電池の導入支援や次世代スマメ実証等を実施

✓ ERABガイドラインにおいて、ERABの基本原則となる具体的指針を整理

✓ ERABサイバーセキュリティガイドラインにおいて、ERABシステムのサイバーセキュリティ対策を要求

✓ 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ（WG）において、DERの導入促進に向けた総合的な検討を実施



ご清聴ありがとうございました
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